
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  マンション建替え法と税制改正               

Ｑ：マンション建替え法が改正され、それ

に伴って税制も改正されたとか。どのように

なったのですか？ 

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

耐震性不足のマンションの建替え等を促進

するための「マンションの建替え等の円滑化

に関する法律」が平成26年６月25日に公布さ

れました。概要は次のとおりです。 

①耐震性不足の認定を受けたマンションは、

区分所有者等の４／５以上の賛成で、マンシ

ョン及びその敷地の売却を行う旨を決議する

ことができる。  

②決議合意者は、決議合意者等の３／４以上

の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマ

ンション及びその敷地の売却を行う組合を設

立することができる。 

③ 組合は、決議に反対した区分所有者に対し、

区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す

ことを請求することができる。 

④決議に合意した区分所有者には分配金が支

払われ、借家権者に対しては補償金が支払わ

れる。 

これを受けて税制では、組合に対する土地

等の譲渡について、次の特例が受けられるこ

ととされました。 

 ・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

 ・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲

渡した場合の1,500万円特別控除(一定のマ

ンション敷地売却事業に限られます) 
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